
第７７０回 通関協議会（本関地区） 

 
 

１． 日 時 令和５年１２月１２日（火）１１時００分～ 

 

２． 場 所 横浜税関本関 ７F 大会議室 

 

(1)  年末年始における通関手続について【資料１】 

(2)  令和5年「年末特別警戒期間」における協力依頼について【資料２】 

（業務部 管理課 酒井課長） 

 

(3)  ６年１月１日から同年１２月３１日までの延滞税等の割合について 

【資料３】【資料４】 

(4)  印字ずれや汚損した納付書の取扱いについて 【資料５】【資料６】 

（業務部 収納課 中澤課長） 

 

(5)  業務コード集「関税減免戻税コード（輸出）」の一部変更について 

                          【資料７】 

（業務部 通関総括第３部門 下山田 統括審査官） 

 

 

３． 事務局からの連絡事項等 

 



令和５年１２月 

横浜税関業務部 

関係者 各位 

年末年始における通関手続について 

日頃から税関行政に格別のご理解、ご協力を賜り、深く感謝を申し上げます。

本関地区（本関、大黒埠頭出張所、本牧埠頭出張所）及び川崎税関支署におけ

る年末年始の通関手続については、別添資料に記載のとおり、業務部特別通関部

門が監視部取締部門と連携して行うこととなります。

各事業者の皆様におかれましては、年末年始における通関の予定がございま

したら、前広に情報提供いただきますようお願い申し上げます。あわせて、より

円滑な通関に資する観点から、予備申告制度の積極的な利用についてもご検討

いただければ幸いです。

具体的な連絡先につきましては、別添資料をご確認ください。

※ 予備申告を行うことが可能となる時期は、輸入申告（本申告）予定日における外

国為替相場が公示された日又は船荷証券が発行された日のいずれか遅い日とな

ります。

2023年12月12日 

本関地区通関協議会資料 

横浜税関業務部管理課 

【資料1】



令和５年11月27日 

関係各位 

横 浜 税 関 

年末年始における税関業務のお知らせ 

年末年始期間中（令和 5年 12月 29日（金）から令和 6年 1月 3日（水）まで）の税関業務に

ついては、下記のとおり取り扱うこととしておりますので、お知らせします。 

１．監視取締関係業務 

（１）本関 監視部分庁舎（大さん橋窓口）においては、通常どおり窓口業務を行います。 

（２）仙台空港税関支署 通常どおり窓口業務を行います。 

（３）千葉税関支署 通常どおり窓口業務を行います。 

（４）川崎税関支署 監視部分庁舎（大さん橋窓口）において業務処理を行います。 

（問い合わせ先） 

監視部取締部門（０４５－２１２－６０７０） 

（５）その他の官署 全日閉庁します。 

（注１）期間中において業務が発生する場合は、（別紙）「年末年始期間中にお

ける連絡先」にご連絡をお願い致します。 

（注２）事前に予定が判明している場合は、12月 28日（木）17時 00分まで

に手続き予定の税関官署にご連絡いただきますようお願い致しま

す。 



２．通関関係業務（国際郵便物業務を除く）及び保税関係業務 

（１）本関 本関地区（本関、大黒埠頭出張所、本牧埠頭出張所）及び川崎税関支署の管轄内に

蔵置されている貨物に係る業務は、以下のとおり、業務部特別通関部門と監視部取

締部門が連携して対応致します。 

（問い合わせ先） 

業務部特別通関部門（０４５－２１２－６１１５、６１６３） 

監視部取締部門    （０４５－２１２－６０７０） 

 通関関係業務 保税関係業務 

12月 29 日（金）～ 

12月 31 日（日） 

業務部特別通関部門において業務処理を行います。 

（8時 30分から 17時 00分） 

1月 1日（月） 閉庁（緊急の業務要請がある場合は、監視部取締部門にご連

絡をお願い致します） 

1月 2日（火）～ 

1月 3日（水） 

業務部特別通関部門において業務処理を行います。 

（8時 30分から 17時 00分） 

 

 

 

取扱業務 

 

 

 

 

 

○輸出入申告（積戻し申告、 

蔵・移・総保入承認申請を 

含む） 

○輸出許可後の許可内容変更 

○開庁時間外の執務を求める

届出 

○輸入申告に係る収納事務 

（担保業務を除く） 

○保税運送承認 

○保税運送到着確認 

○事故確認 

○積卸コンテナリスト通関 

○見本一時持出許可 

○貨物取扱許可・届 

○指定地外貨物積卸許可 

○開庁時間外の執務を 

求める届出 

（１）申告（申請等）方法等に関する詳細又は不明な点等については、 

12 月 28 日（木）17 時 00 分までに、  

・通関関係は業務部特別通関部門（０４５－２１２－６１１５、６１６３） 

・保税関係は監視部保税取締部門（０４５－２１２－６０７２） 

 にお問い合わせいただきますようお願い致します。 

（２）本関以外の官署に既に予備申告をされている貨物等、業務部特別通関部門 

で対応できない場合がありますので、事前に予定が判明している場合は、 

12月 28日（木）17 時 00 分までに手続き予定の税関官署にご連絡いただ

きますようお願い致します。 

（２）大黒埠頭出張所 

本牧埠頭出張所 

川崎税関支署 

全日閉庁します。 

管轄内に蔵置されている貨物に係る業務は、上記「（１）本関」のとおり、業務部

特別通関部門と監視部取締部門が連携して対応致します。 

（３）その他の官署 全日閉庁します。 

（注１）期間中において業務が発生する場合は、（別紙）「年末年始期間中における

連絡先」にご連絡をお願い致します。 

（注２）事前に予定が判明している場合は、12 月 28日（木）17時 00分までに手

続き予定の税関官署にご連絡いただきますようお願い致します。 



３．国際郵便物業務 
川崎東郵便局内に蔵

置されている郵便物 

 

○川崎外郵出張所 

期間中に国際郵便に係る輸出入申告を予定されている方は、以下の問い合わせ先ま

でご連絡をお願い致します。 

（問い合わせ先） 

川崎外郵出張所特別通関部門（０４４－２７０－５７７４） 

日本郵便㈱川崎東郵便局  （０４４―５８９―６７０８） 

４．その他  
 ・自由化申告を予定されている場合は、申告官署及び蔵置官署双方の開庁時間内に、申告官署へ事前に

ご連絡をお願い致します。 

・あらかじめご連絡いただいていた業務が事前に終了した場合又は業務内容に変更が生じた場合には、 

その旨を、連絡いただいていた税関官署までご連絡いただきますようお願い致します。 

 



(別　紙）

０９０-２２２４-８５１５ （監視関係業務）

０９０-５５２０-３０１４ （保税関係業務）

０９０-３２２４-１９０４ （通関関係業務）

０９０-７２３５-９９５１ （監視及び保税関係業務）

０９０-３２２４-１９０５ （通関関係業務）

気仙沼出張所 ０９０-３２２４-１９０６

仙台空港税関支署 ０２２-３８３-２３９０

０９０-８０３５-４０７７ （監視及び保税関係業務）　※12/29(金)～12/31(日)

０９０-８０３５-４０７８ （監視及び保税関係業務）　※1/1(月)～1/3(水)

０９０-３２２４-１９０３ （通関関係業務）

相馬出張所 ０９０-１６９１-１７３６

福島空港出張所 ０９０-７４２２-９１８７

０９０-３２２０-７８５９ （監視関係業務）

０９０-１６９８-２３６０ （保税関係業務）

０９０-１０４１-８４８５ （通関関係業務）

日立出張所 ０９０-５４４７-１００１

つくば出張所 ０９０-４８２５-７３２３

茨城空港出張所 ０９０-４６２０-０１１５

０９０-８０３５-４０４１ （監視及び保税関係業務）

０９０-４６２０-０１０４ （通関関係業務）

三崎監視署 ０９０-４６２０-０１０６

宇都宮出張所 ０９０-４８２５-２７９８

川崎外郵出張所
　（国際郵便物の輸出入申告に係る業務）
　 特別通関部門
 　０４４-２７０-５７７４

年末年始期間中（12/29(金)～1/3(水））における連絡先

本関地区
（本関、大黒埠頭出張所、本牧埠頭出張所）

川崎税関支署

（監視関係業務）
監視部取締部門
０４５-２１２-６０７０

（通関及び保税関係業務）
業務部 特別通関部門
０４５-２１２-６１１５、６１６３
　12/29(金)、12/30(土)、12/31(日)、1/2（火）、1/3(水)　　8時30分～17時00分
  ※上記以外の時間帯については、監視部取締部門へご連絡をお願い致します。

仙台塩釜税関支署

千葉税関支署
０４３-２４１-７０２１
０９０-３２２４-１４００

横須賀税関支署

石巻出張所

鹿島税関支署

小名浜税関支署

千葉税関支署
　船橋市川出張所
　木更津出張所
　姉崎出張所
　銚子監視署



特に以下の事例がありましたら情報提供をお願いいたします。

・通関を異常に急いだり、頻繁に検査状況等を問い合わせてくる輸入者がいる。

・インボイス等へ記載されているものと異なる貨物がある。

・同一貨物のなかに異なるマーク・目印を付している貨物がある。

・パレットが通常と異なる材質・不自然に加工されている。

・内容点検において不審な貨物を発見した。

・急な配送先の変更や不自然な配送先を指定してくる輸入者がいる。

・配送先が関係閣僚会合会場宛の不自然な貨物がある。等

フリーダイヤル シ ロ  イ ク ロ  イ

密輸ダイヤル（２４時間受付） ０１２０－４６１－９６１ 

メールアドレス E-mail: yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp
横浜税関ホームページ http://www.customs.go.jp/yokohama/ 

税関ホームページ「密輸に関する情報提供」

http://www.customs.go.jp/quest/smuggling.htm 

令和５年１２月 

横 浜 税 関 

令和５年「年末特別警戒期間」における協力依頼について 

平素から税関行政に対し、深いご理解と多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 税関ではテロ関連物資、不正薬物、金地金等の不正輸入の取締りを最重要課題として位置づ

け、取締関係機関と連携しながら全力をあげて水際取締りに取り組んでおります。 

特に、年末においては輸出入貨物や郵便物が増加し、これに便乗した密輸事犯の増加が懸念

されること並びに本年においては「G7関係閣僚会合」及び「日 ASEAN 特別首脳会議」が開催さ

れることから、下記のとおり「年末特別警戒期間」を設定し、水際での取締りを強化いたしま

す。期間中、職務質問や検査等の頻度が増加することになりますが、ご協力を賜りますようお

願いいたします。 

また、不正輸入に係る情報はもとより、貨物、人、船舶、取引態様等について、不自然、不

審と思われる点がございましたら、どんな些細なことでも結構ですので、最寄りの税関官署又

は下記の連絡先までご提供頂きますようご協力をお願いいたします。 

記 

実施期間：令和５年１２月５日（火）～令和５年１２月２０日（水） 

2023年12月12日 

本関地区通関協議会 

横浜税関業務部管理課 

横浜税関ＨＰ 

密輸に関する情報提供

【資料2】

http://www.customs.go.jp/yokohama/


E-mail yokohama-mitsuyu110@customs.go.jp

税関ホームページ「密輸に関する情報提供」
http://www.customs.go.jp/quest/smuggling.htm

密輸に関する情報提供

横浜税関

年末特別警戒期間
令和5年12月5日(火)～12月20日(水)

密輸情報の提供のお願い
税関密輸ダイヤル（２４時間受付）

フリーダイヤル 0120 - 461 – 961
許しません シロイ（粉） クロイ（武器）

【密輸情報の提供のお願い】
あなたの情報提供が密輸防止の大きな
力となります。
身の回りで「不審物」や「怪しい言動
をする不審者」などを目にしたら、
すぐに密輸情報提供窓口に通報を！
詳しくはWEBサイトで！

横浜税関ＨＰ



０．９％
平均貸付割合0.4％　＋　0.5％

０．９％

④地方税法

第72条の100第2項（貨物割に係る延滞税）、第72条の104第3項（貨物割に係る還付加算金）、第72条の106第1項（貨物割に係る延滞税の計算）、同条第2項（貨物割に係る還付加算金の計算）

②国税通則法

第60条第2項（延滞税の割合）、国税通則法第63条第5項（延滞税の免除）、第58条第1項（還付加算金の割合）

③租税特別措置法

第94条第1項（延滞税の割合の特例）、第94条第2項（延滞税の免除の特例）、第95条（還付加算金の割合の特例）

（※２）　「延滞税特例基準割合」　：　平均貸付割合に、年１パーセントの割合を加算した割合。（関税法基本通達12-1(3)）

（※４）　「還付加算金特例基準割合」　：　平均貸付割合に、年０．５パーセントの割合を加算した割合。（関税法基本通達13-3(4)）

＜根拠法令＞
①関税法

第12条第1項（延滞税の割合）、関税法第12条第8項第2号（延滞税の免除）、第13条第2項（還付加算金の割合）、
　附則（昭29.4法61）第3項（延滞税の割合の特例）、 第4項（延滞税の免除の特例）、第5項（還付加算金の割合の特例）

（※３）　「猶予特例基準割合」　：　平均貸付割合に、年０．５パーセントの割合を加算した割合。（関税法基本通達12-1(4)）

２．４％

【還付加算金特例基準割合】（※４）

【延滞税特例基準割合】（※２）

内　容

平均貸付割合0.4％　＋　1％ ＋　1％

【延滞税特例基準割合】（※２）

７．３％

納期限の翌日から２か月を
経過する日後 １４．６％ ８．７％

０．９％

０．９％

令和６年1月1日から同年12月31日までの延滞税等の割合について

本則
　特　例 　【現行】

（令和２年度改正（関税法附則第３項～第６項関係））

令和６年
【平均貸付割合】

（※１）　0.4％

（参考）
令和５年

平均貸付割合
0.4％

（※１）　「平均貸付割合」　：　各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における短期貸し付けの平均利率の合計を１２で除して計算した割合として
　　各年の前年の１１月３０日までに租税特別措置法第９３条第２項の規定に基づき財務大臣が告示する割合。（関税法基本通達12-1(3)）

還付加算金
国から納税者への過誤納金の還付等に付され
る利息

延 滞 税

法定納期限を徒過
し履行遅滞となっ
た納税者に課され
るもの

納税の猶予等
2分の1免除
（７．３％）

【猶予特例基準割合】（※３）

平均貸付割合0.4％　＋　0.5％

８．７％
平均貸付割合0.4％　＋　1％ ＋　7.3％

２．４％
納期限の翌日から２か月を
経過する日まで ７．３％

令和５年１２月１２日

横浜税関業務部収納課

【資料3】
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二
七
）

す
る
た
め
の

0
旅
行
業
法
に
基
づ
く
登
録
研
修
機
関
の
登

律
別
表
第
二

録
を
し
た
件
（
観
光
庁
三
一
）

0
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
使
用
を
許
さ
れ
る
施

及
び
情
報
を

四
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定

／

一
設
及
び
区
域
に
つ
い
て
、
共
同
使
用
及
び

追
加
提
供
が
決
定
さ
れ
た
件

律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が

た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に

0
ハ念
四
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な

〔告

ホ
‘--ノ

l

目

次

|

|

編集•印刷
独立行政法人国立印刷局

讐
二
竺
庄
号
年
町
五
日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
四
第
二

項
に
規
定
す
る
登
録
認
定
機
関
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
関
す
る
件

（
消
防
庁
一
七
）

0
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
日
本
国
政

府
と
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
と
の
間
の
書
簡

の
交
換
に
関
す
る
件
（
外
務
四
二
三
）

0
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
日
本
国
政

府
と
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
政
府
と
の

間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
四
二
四
）

〇
租
税
特
別
措
置
法
第
九
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
の
同
項
に
規

定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
告
示
す
る
件

（
財
務
二
八
九
）

〇
令
和
五
年
度
の
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に

関
す
る
計
画
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
厚
生
労
働
三
一
五
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
合
併
を
認
可
し
た
件

（
同
三
一
六
）

〇
健
康
保
険
組
合
の
名
称
を
変
更
し
た
件

（
同
三
一
七
）

゜

ヨ 四

A
 官

庁財
団
、
酒
類
の
地
理
的
表
示
を
指
定
す
る

件
関
係

ノ→、

諸

事

項

〔公

内
閣

内
閣
府

告〕

八

労

働
―
-
〗
叩
匹
＝
／
／
一

0四
）

（
中
国
地
和
整
備
局
七
八
）

叫
信
[
含
互

（
沖
縄
総
合
事
務
局
二
五
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
岩
手
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
二

S
五
、
茨

城
同
四
、
新
潟
同
四
、
和
歌
山
同
二
） ゜

七 七

＂ 

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他

八

【資料4】
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令和 5年 11月 30日 木曜日 官 報 L!99. 第 11 1 3号

一
令
和
五
年
度
長
野
県
長
野
市
市
民
税
非
課
税
世
帯
等
冬
季
光
熱

費
助
成
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
五

年
度
長
野
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
長
野
県
長
野
市
か

鯰
い
囁
譴
謬
望
唸
彗
謡
翌
砂
譴
匹
鱈
顎
認

情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係

情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
癖
関
係

情
報
及
び
電
カ

・
ガ
ス

・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
五
年
度
長
野
県
長
野
希
・市
民
税
非

闘
謬
彗
霞
霜
隷
詞

あ
る
者
に
係
る
市
町
村
民
税
及
公
的

給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
に

関
す
る
情
報

二
す価号に和及いし他報の活るよ福福情年の者号報律措じ帯会価
る格-係四びうたの＾実保更る祉祉報法措福―‘第置こを計格令
情高第る年電゜税地地施護生精に法を律置祉に身百のの支補や和
報勝一差度力以額方方に法援神関にい第の法よ体六実支援正物五
を緊条押電 ・下又税税関＾護障すよう百実＾る障十施給す予価年
含急に禁カガ同はに法す昭に害るる゜三施昭入害四にをる算高度
む支規止・スじそ関＾る和関者法身以十に和所者号関実観に騰北
こ援定等ガ ・このす昭情二す保律体下三関三等福ーす施点お等海
の給すにス食‘算る和報十る健＾障同号す十の祉にるすかけの道
管付る関 ・料公定法二を五情福昭害じ-る五措法よ情るらる影遠
理金令す食品的の律十い年報祉和者こに情年置＾る報た支‘響別
にを和る料等給基に五う法を手二手‘よ報法の昭入＾め給北に町
関い四法品価付礎基年°律い帳十帳障る及律実和所児のさ海鑑右
すう年律等格支とづ法以第う及五‘害福び第施二等童基れ道みt
る゜度＾価高給なく律下百こび年
事以電令格騰等る条第同四‘知法生
務下力和高緊口事例二じ十 的律

活同 • 四騰急座項の百こ四 障第
じガ年緊支登に規二
こス法急援録関定十地 者

疇鰐
の ・律支給簿すに六方に農福干
支食第援付関るよ号税よ'‘祉＝
給料七給金係情りツ関る情法吾

報 -に品十付＾情報算そ係保＾i-ツ
関等九金令報を定の情護生よビ者者る八等害三情法の同世般油

令
和
五
年
度
北
海
道
遠
別
町
福
祉
灯
油

等
購
入
助
成
金
の
支
給
要
件
の
該
当
性

を
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
係
る
市

町
村
民
税
（
地
方
税
法
第
五
条
第
二
項

第
一
号
に
掲
げ
る
市
町
村
民
税
（
個
人

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
い
、
特
別

区
が
同
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
っ
て
課
す
る
同
号
に
掲
げ
る
税
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
公
的
給
付
支
給

等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
に
関
す
る
情

報

旱
疇
疇
賣
〗

務

令
和
五
年
度
出
産

・
子
育
て
応
援
給
付

金
の
支
給
要
件
の
該
当
性
を
判
定
す
る

必
要
が
あ
る
者
に
係
る
公
的
給
付
支
給

等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
に
関
す
る
情

報

情

報

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定

め
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
第
五
十
九
条
の
四
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
は
、
次
の
表

の

い

え
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
情

報
と
す
る

〇
消
防
庁
告
示
第
十
七
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

第
三
十
一
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
令
第
一
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第

三
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
認
定
機
関
と
し

て
登
録
し
た
一
般
社
団
法
人
日
本
消
防
防
災
電
気
エ
ネ
ル

ギ
ー
標
識
工
業
会
か
ら
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
三
十
一
条
の
五
第
四
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
一
条
の
四
第
二

十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
公
示
す

る。
令
和
五
年
十
一
月
三
十
日消

防

庁

長

官

原

邦

彰

一
変
更
後
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
2
4
番
4
号
丸
千
第

2
ピ
ル

5
0
1
号

二

変

更

の

日

令
和
五
年
十
月
二
十
五
日

0
外
務
省
告
示
第
四
百
二
十
三
号

令
和
五
年
五
月
三
十
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
（
イ
ン
ド
）

で
、
人
材
育
成
奨
学
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の

概
要
の
書
節
の
交
換
が
ブ
ー
タ
ン
王
国
政
府
と
の
間
に
行

わ
れ
た
。

1

協
力
の
目
的
及
び
内
容
人
材
育
成
奨
学
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
役
務
の
購
入

2

贈
与
の
限
度
額

一
億
九
千
百
万
円

3

贈
与
の
供
与
期
限
令
和
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

年
0
•

四
パ
ー
セ
ン
ト

4 3 2 1わ 簡 育 0 
ラ日 施れの成令 外
オ 署 贈 贈 す 協 た 交 奨 和 務

本
ス 名 与 与 る 力 ゜ 換 学 五 省
側 側 者 の の た の が 計 年 霞／／年

供限め目 ラ画五 ， 十
与度に的 オの月，，第 一
期額必及 スt:::.ー 四 月タヴて鈴

限＝胃闘 化` 旦 旱ンエ兼木

胃i［言〗二円奨府次ヤ上てヤ使
月 学とのン川兼ル＾
三 計の概で 轄 駐 イ
十 画間要 ‘ 陽ツ日ン
ー をにの人子 ＾ブド
日 実 行書 材 l に

小
林
賢
一
在
ラ
オ
ス
大
使

ポ
ー
サ
イ

・
カ
イ
カ
ム
ピ
ト
ゥ

副
大
臣

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日

外

務

大

臣

上

川

〇
財
務
省
告
示
第
二
百
八
十
九
号

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
の
同

項
に
規
定
す
る
平
均
貸
付
割
合
を
次
の
よ
う
に
告
示
す

る。
令
和
五
年
十
一
月
三
十
日

財
務
大
臣

二
令
和
五
年
度
鹿
児
島
県
三
島
村
電
カ

・廿
名
〈

・
食

料
品
等
価
格
商
勝
重
点
支
援
給
付
金

／

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の

別
表

令
和
五
年
度
三
島
村
一
般
会

計
補
正
予
算

令
和
五
年
度
野
田
村
一
般
会

計
補
正
予
算

予
算

四
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
給
付
（
原
油
価
格
や
物
価
高
勝
等
の
影
響

に
鑑
み
、
同
表
中
棚
に
掲
げ
る
予
算
に
お
け
る
、
同
表
下
欄
に
掲

f
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
、
低
所
得
者

世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
「
別

表
表
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情

咽
翡
靡
闘
晶
謳
悶
闘
口
闘
岬
翡
認

報
及
び
電
カ

・
ガ
ス

・
食
料
品
等
価
格
裔
騰
緊
急
支
援
給
付
金
の

支
給
に
関
す
名
情
報
を
含
む
。
）
の
管
理
に
関
す
る
事
務

鈴
木

岩
手
県
野
田
村

鹿
児
島
県
三
島
村

市
町
村

俊 陽
子

ン
外
務

別
表
給
付
の
支
給
要
件
の
該
当
性
を
判

定
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
係
る
市
町
村

民
税
及
び
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録

簿
関
係
情
報
に
関
す
る
情
報



【資料5】

Administrator
ノート注釈
A4サイズであり、ミシン目で３分割できるもの。上の「領収済通知書」と「領収控」は、日銀等が回収するものであり、特に「領収済通知書」部分についての印字ずれ、汚損には注意いただいたい。

Administrator
長方形

Administrator
引き出し線
納付書は、A4サイズであり、ミシン目で３分割できるもの。上部の「領収済通知書」と中間の「領収控」は、日銀等が回収するものであり、特に「領収済通知書」部分についての印字ずれ、汚損には注意いただいたい。

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示



　　　　　【資料６】



業務コード集「関税減免戻税コード（輸出）」の一部変更について 

NACCS掲示板からの転載 （公開日 2023年 11月 15日） 

【利用者の皆様へ】 

令和５年１１月１９日（日）付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お

知らせいたします。 

業務コード集の更新につきましては、令和５年１１月２０日（月）に行います。 

ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。 

「１０. 関税減免戻税コード（輸出）」 

（定率法の部） 

コード 適用条項 減免税適用物品 備考 修正区分 

11433 法第 14条第 11号 無条件免税（容器） 
ＮＡＣＣＳ用コード（添付資料

の電子的提出用） 
新設 

以下参考 

当該コードは、関税定率法第１４条第１１号に係る輸出の際に、「添付資料の電子的提出用」と

して新設されたもので、関税定率法基本通達１４-１６（７）ただし書きにおける資料提出を希望

する場合に利用することにより、ＭＳＸ業務が利用可能となります。 

【関連規定】 

（再輸入する容器の無条件免税） 

14-16 法第 14 条第 11 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。 

(7) 本号の適用を受けようとする容器の輸出申告に当たっては、輸出申告書の「個数、

記号、番号」欄に、当該容器の規格、材質その他再輸入時における同一性の確認のた

め必要な事項を記載させる。

ただし、これらの記載事項が確認できる資料（容器の見本を含む。）が、あらかじめ

若しくは当該輸出申告の際に提出された場合又は当該容器が通い容器であって特定輸

出者によって輸出されたものであって、特例輸入者によって輸入されるものであり、

輸出入状況を当該特例輸入者が自主管理している場合には、記載を省略させて差し支

えない。 

　【資料7】
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